
第15号様式(第15条)

聴聞再開通知書

年　　月　　日
　　　　　　　　　　様

主宰者　　　　　　　　印
　　次のとおり聴聞を再開するので、
　行政手続法第25条において準用する同法第22条第2項
　千葉県行政手続条例第25条において準用する同条例第22条第2項

　印西地区消防組合行政手続条例第25条において準用する同条例第22条第2項

　の規定により通知します。
聴聞の件名
　

聴聞の期日
　

聴聞の場所
　


